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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について
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制度創設の背景
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対象者

１．制度概要

国は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き

方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、現行の幼児教育・保育給付に加え、月一定時間までの利用

可能枠の中で、就労要件を問わず時間単位等で柔軟に利用できる新たな通園制度を創設しました。

令和８年度から子ども・子育て支援法に基づく新たな給付制度として、全国の自治体において実施されます。

保育所等に通っていない０歳６ヶ月～満３歳未満のこども（３歳の誕生日の前々日まで）

制度の意義

【こどもの成長の観点】

・家庭とは異なる経験や、地域に初めて出て行って家族以外の人と関わる機会が得られる。

・同じ年頃のこども同士が触れ合いながら、家庭だけでは得られない様々な経験を通してものや人への興味関心が広がる。

【保護者の観点】専門的な知識や技術を持つ人との関わりにより、ほっとできたり、孤立感、不安感の解消につながる。

【保育者の観点】保育者として有する専門性を地域の子どもたちの育ちのためにより広く発揮できる。

こども家庭庁 資料より抜粋
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善通寺市における

利用可能時間

１．制度概要

令和８年度 一人当たり 月３時間上限

令和９年度 一人当たり 月４時間上限

令和１０年度～ 一人当たり 月１０時間上限

利用料
（保護者負担） 実施施設において設定 （１時間当たり 利用料標準３００円）

一時預かり
との違い

一時預かり事業 こども誰でも通園制度

保護者の立場からの必要性に対応する
もの

保護者のために預かるものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な
経験を通じてこどもが成長していくよう、こどもの育ちを応援するもの

実施施設

＜別途本事業に係る市の認可が必要＞

認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業所（小規模保育事業、事業所内保育事業）、認可外保育

施設（企業主導型保育施設を含む。）、地域子育て支援拠点、児童発達支援事業所

給付費単価
（公定価格）

【基本分単価】 こども一人１時間当たり ０歳児：１,７００円 １・2歳児：１,４００円

【加算分単価】
①障害児加算・・・１時間当たり単価６００円
②医療的ケア児加算・・・１時間当たり単価２,５００円
③要支援家庭のこども加算・・・１時間当たり単価６００円
④初回対応加算・・・１時間当たり単価 ０歳児：１,７００円 １・２歳児：１,４００円
⑤生活困窮家庭等負担軽減加算

(１時間当たり単価 生活保護世帯：３００円上限、市町村民税所得割合算額７７,１０１円未満である場合、要支援家庭である場合：２００円上限)
⑥賃借料加算・・・１時間当たり単価２００円（賃貸借契約金額が上限）
⑦特別地域加算・・・１時間当たり単価３００円
⑧保護者支援面談加算・・・１回当たり単価１,４００円



3

１．制度概要

実施方法

【余裕活用型】 保育所等の空き定員の枠を活用して受け入れを行う。（既存の職員配置で対応）

【 一 般 型 】（在園時合同）保育所等とは別に定員を設定し、専用スペースを設けない。（専任職員配置）

（専用室独立）保育所等とは別に定員を設定し、専用スペースを設ける。 （専任職員配置）

設備基準

職員配置

余裕活用型 一般型

施設類型ごとに定める基準条例による

【０歳児・１歳児】 乳児室：１．６５㎡以上／人
ほふく室：３．３㎡以上／人

【２歳児】 保育室または遊戯室：１．９８㎡以上／人

施設ごとの配置基準により在園するこども、
当事業を利用するこどもを合わせた人数に
応じ算出した職員数

【０歳児】 乳児 ： 従事者＝ ３ ： １以上
【１・２歳児】 幼児 ： 従事者＝ ６ ： １以上

従事者のうち１／２以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事
業所１につき当該保育従事者の数は２人※を下ることはできない。
※ただし、保育所等と当事業とを一体的に運営する場合であって、当該保育所等の保育従事者による
支援を受けられる場合は、１人とすることができる。
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利用者の決定

その他

１．制度概要

利用調整（事由によって点数をつけ、順位を決定し、市町村が施設の利用を承諾する。）は不要で、施設にお

いて利用可能枠の範囲内で受け入れる。

事業を実施するには、市の認可が必要。
＜認可申請手続→子ども・子育て支援会議への意見聴取→認可→開所＞

事業の流れ

利用者 保育所等

市

子ども・子育て支援会議

⑦事前登録・事前面談・利用申込

⑧利用

⑨利用料の支払い

④制度周知

⑤認定申請

⑥認定通知

①認可・確認申請

③認可・確認

⑩給付請求

⑪給付

②意見聴取（認可）

利用方法
【定期利用】 利用施設、曜日や時間を固定し、定期的に利用する方法。
【柔軟利用】 利用施設、曜日や時間を固定せず、柔軟に利用する方法。
【定期利用＋柔軟利用】 定期利用の他に、施設の受け入れ体制に応じ柔軟に利用する方法。
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利用の流れ

１．制度概要



実施施設・実施方法
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受入時間・曜日
食事の提供等

利用方法

２．令和８年度公立保育所における体制（案）

善通寺市立竜川保育所 【余裕活用型】

受入可能時間：９時～１２時（３時間枠のみ） 曜日：平日月曜日 から 金曜日まで

食事の提供等：給食有（11-12）・おやつ有（9:30-10）

（アレルギー対応：自宅からアレルギー対応食を持参することを基本とする。）

【定期利用＋柔軟利用】 定期利用の他に、施設の受け入れ体制に応じ柔軟に利用する方法。

利用料等

利用料：こども一人１時間 ３００円 （１回３時間 ９００円）
※生活保護世帯・・・全額免除
市町村民税所得割合算額７７,１０１円未満の場合、要支援家庭である場合：１時間１００円（１回３時間３００円）

昼食・おやつ代：別途必要

親子通園 原則、親子通園は行わない（必要と判断される場合にのみ対応）。

特別な支援が必要な
児童の受け入れ

特別な支援が必要な児童は、基本的に受け入れることとするが、加配や特別な設備が必要な場合は、保育所
の状況により判断する。

キャンセルポリシー

初回面談
初回利用時までに親子同伴で面談を実施する。子どもの発達段階や好きな遊び、アレルギー情報、預かりを
行う上で配慮が必要な事項等を聞き取り、事業実施者内で共有する。

利用料 利用可能時間（月上限時間）の消費 昼食・おやつ代

前日１７時までのキャンセル 発生しない 消費しない 発生しない

前日１７時以降のキャンセル 発生しない 消費する（利用があったものとみなす） 発生しない

当日の遅刻・早退 利用時間分発生（１時間単位） 利用時間分消費（１時間単位） 発生する



令和７年１２月下旬
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令和８年１月上旬～中旬

～下旬

３．スケジュール

・「善通寺市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例」制定
・「善通寺市乳児等通園支援の利用可能時間に関する経過措置を定める条例」制定
・「善通寺市乳児等通園支援事業の認可に関する規則」制定
・「善通寺市特定乳児等通園支援事業者の確認に関する規則」制定

・市内所長園長会（こども誰でも通園制度実施事業者募集について説明）
・実施事業者公募（市HP掲載）、事前協議に向けたエントリー

・子ども・子育て支援会議（意見聴取）
・エントリーのあった事業者との事前協議

２月上旬～中旬
・応募申込書類の提出
・実施事業者決定

～下旬
・認可及び確認申請
・市広報３月号掲載・市HP掲載

３月上旬

・子ども・子育て支援会議（意見聴取）
・認可・確認
・利用者募集、総合支援システム登録等
・代用計画に係る県事前協議→代用計画策定

４月～ ・事業開始

下旬
・子ども・子育て支援会議（意見聴取）
・「善通寺市乳児等通園支援事業に関する条例」制定
・「善通寺市乳児等通園支援事業に関する条例施行規則」制定


